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The purpose was to evaluate the actual situation of business lunches in Nara Prefecture, clarify the 

food issues of the working generation, and propose effective measures. 

From the nutrition management report of the prefecture office, we investigated the relationship 

between the salt and vegetable amount and the nutrition management efforts. It was found that the 

amount of vegetable increased at facilities that took the user's health into consideration, but the amount 

of salt was not related to the effort. 

In order to promote health promotion efforts for employees, it is important to encourage the 

managers of each company and occupational health and safety personnel to understand the importance 

of employee health management. For this purpose, not only the personal health services provided by 

the municipalities, but also the guidance and support for facilities provided by the health centers and 

the efforts to improve the social environment are indispensable. 

 

1.緒言 

わが国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、健康寿命の延伸と健康格差の縮小

を目指した「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21（第 2 次））」が平成 25 年からの

10 年計画で推進されている 1)。 

がん、循環器疾患等の生活習慣病は、非感染性疾患（Non Communicable Disease; NCD）とし

て国際的にも対策を講じることが重視されている 1)。これらの疾患は、現在、死亡者数の約 6 割、

国民医療費（一般診療医療費）の約 3 割 2,3)、要支援者及び要介護者における介護が必要となっ

た主な原因の約 3 割を占めている 4)ことから、NCD 対策は、国民の健康寿命の延伸を図る上で

重要な課題であると考えられる。内蔵脂肪型肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさ

り、心臓病や脳卒中などの動脈硬化性疾患をまねきやすい病態であるメタボリックシンドローム

の該当者と予備群の割合は、40 歳代以上の男性では半数以上となっており 5)、勤労世代での増
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加が著しい。これらの疾患がもとで勤労者の休職や生産性低下に繋がることは、企業にとっても

大きな損失であるため、勤労者の健康管理は重要な課題の一つである 6)。 

平成 20 年から始まった特定健康診査・特定保健指導では、メタボリックシンドロームに着目

し、生活習慣病の発症リスクの高い生活習慣を持つ者を抽出し、行動変容を促す介入を行って生

活習慣改善を図る目的で実施されている 7)。特定保健指導の効果を検証した研究報告のメタアナ

リシスでは体重、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロ

ールのいずれの検査値においても保健指導参加群に有意に良い方向への変化が認められている

8)。 

ハイリスクアプローチとしての特定保健指導が効果を上げる一方、特定保健指導の対象者数を

増やさないためには、ポピュレーションアプローチを並行して進める必要性も高まっている。事

業所給食は勤労者の健康の保持・増進、生活習慣病の予防のための栄養管理が目標であり、喫食

者が生活習慣の自己管理能力を得られるよう支援する役割があるとされており 9)、近年事業所給

食、社員食堂を利用した生活習慣病対策としての健康支援も数多く実施されている 10-15)。 

先行研究において、事業所給食における栄養管理の改善（提供する食事の量と質、栄養成分表

示などの利用者の食事選択のための情報提供や栄養教育）が、利用者の血中脂質改善 16）、体重

コントロールや関連する知識・態度・行動・食事内容の改善 15,17-19)に有効であることが報告され

ている。海外でも同様の報告がみられ 20-22)、食塩摂取量減少への効果についても報告されている

23）。これらの施設で提供される給食内容が栄養的・衛生的に配慮されたものであれば、喫食者の

健康の維持・増進に寄与することが期待できる。このことから、健康日本 21（第 2 次）では、「利

用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施している特定給食施設の割合の増加」

を指標とされており、各自治体で評価基準を用いた状況の把握を行い、国が収集する仕組みを整

備する必要性が示唆されている 24)。 

そこで、本研究では奈良県における事業所給食の実態について、食塩や野菜摂取量を中心に調

査、分析、評価することで、働き盛り世代の食の課題を明確にし、奈良県に適した効果的な施策

の提案を行うことを目的とした。 

 

 

2.方法 

2-1 「特定給食施設等栄養管理報告書」の内容の分析、評価 

奈良県より提供された県内事業所の「特定給食施設等栄養管理報告書」のうち、昼食のみを提

供している延べ 83 施設（平成 29 年度 42 施設、平成 30 年度 41 施設・増減の内訳：新規 1 廃止

2）を分析対象とした。対象施設のうち、1 食分で給与栄養目標量を設定している 34 施設の平成

29 年度及び 30 年度の 2 カ年度分のデータ、延べ 68 施設について食塩相当量及び野菜給与量に

関してそれぞれ中央値（3.8g、137.4g）より 2 群（高食塩群と低食塩群、高野菜群と低野菜群）

に分け、栄養管理の取り組み状況を比較した。 

統計処理には統計解析ソフト IBM SPSS Statistics version23（日本 IBM 株式会社）を用い、有
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意確率 5%をもって有意差ありとした。 

 

2-2 事業所給食施設におけるみそ汁の塩分濃度調査 

 奈良県内の保健所において把握されている特定給食施設のうち、勤労者を対象に昼食を中心と

した食事を提供している 42 施設に対し、みそ汁の郵送を依頼した。塩分濃度の測定には、高精

度デジタル塩分計 SO-304-WH（タニタ社）を使用した。 

 

 

3.結果 

3-1 「特定給食施設等栄養管理報告書」の内容の分析、評価 

 対象施設とした昼食を提供している事業所の従業員の人数は、全て 50 人以上の従業員のいる

施設であり、最も多いのは 100～249 人の規模の事業所であった。従業員数が未記入の施設も平

成 29 年度で 7 施設、平成 30 年度で 5 施設あり、性・年代別に喫食者を把握していない施設があ

ると考えられる（表 1）。 

 従業員の肥満とやせの割合は、ほとんどの施設において把握されていたが、従業員の人数が未

回答である施設は含んでいない（表 2）。 

 栄養目標の算出方法については、自由記述で回答を求めていることから量的集計を行わなかっ

たが、多くの施設で「日本人の食事摂取基準」を根拠とし、「日本人の食事摂取基準」が導入さ

れたコンピュータソフト等を用いて算出されていた。目標量の設定は 1 食分で行っている施設が

平成 29 年度で 81.0%、30 年度で 82.9%と最も多く、3 食を提供しているかどうかに関わらず 1

日分で設定されている施設もあった（表 3）。設定がない施設には、バイキング形式での給食提

供を行っている施設が含まれている。 

 給与栄養目標量及び実給与栄養量、食品群別及び平均給与量については、1 食分で給与栄養目

標量を設定している 34 施設について集計を行った（表 4・5）。一部の施設において、「日本人の

食事摂取基準」の指標から著しく外れる数値の記載が認められたが、施設が記載する特定給食施

設等栄養管理報告書の現状を示すために外れ値として除外していない。また、エネルギーの給与

目標量は 1 食分の記載とみられるが、その他の栄養素や食品群の目標量及び給与量の記載が 1

日分と思われる施設もみられ、最大値のほとんどは当該施設の記載の数値である。エネルギーの

給与栄養目標量は 670kcal～1,000kcal の間に設定されており、平均値は 849.4kcal（SD±81.1）で

あった。カルシウムの最小値を示した施設は 2 カ年とも同一の数字の記載であったことから、前

年度分を参考に転記している可能性があり、食事摂取基準の目標量から著しく外れる数値である

ことから個別に確認指導が必要と考えられる。エネルギーの目標量に 400kcal 程度の幅があり、

その他のビタミン・ミネラル類についても目標量の設定に幅がみられた。実給与栄養量について

も、目標量と同様にエネルギーが 589kcal～995kcal の間に分布していることから、その他の栄養

素についても幅が見られた。各種の栄養素の食品群別目標量については、全ての項目を設定して

いない施設も多く、当該項目に 0 の記載があったことから、最小値が 0 となっている項目が多く
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表 1 従業員の人数 

 

表 2 肥満とやせの割合の把握（100 人以上の事業所のみ） 

 
表 3 給与栄養目標量の設定 

 
表 4 給与栄養目標量及び実給与栄養量（1 食分の給与栄養目標量を設定している施設・2

カ年分） 

 

50人未満 0 0.0% 0 0.0%
51～99人 8 22.9% 10 27.8%

100～249人 11 31.4% 10 27.8%
250～499人 7 20.0% 8 22.2%
500人以上 9 25.7% 8 22.2%

*未記入　H29　7施設　H30　5施設

H29
（n=35） （n=36）

H30

あり 25 92.6% 23 88.5%
なし 2 7.4% 3 11.5%

H29 H30
（n=27） （n=26）

1食分 34 81.0% 34 82.9%
1日分 4 9.5% 4 9.8%

設定なし 4 9.5% 3 7.3%

（n=42） （n=41）
H29 H30

n min max mean SD n min max mean SD
エネルギー kcal 68 670.0 1000.0 849.4 81.1 68 589.0 995.0 838.4 80.8
たんぱく質 g 66 18.0 39.0 26.5 6.0 68 21.0 60.2 30.6 5.9
脂質 g 64 15.0 27.8 22.4 2.9 68 11.2 51.3 24.1 5.5
カルシウム mg 68 24.5 400.0 204.4 55.3 68 12.0 396.0 144.9 54.9
鉄 mg 68 2.3 10.0 3.3 1.5 68 1.7 10.2 3.6 1.4
ビタミンA μgRE 68 182.0 631.0 322.0 123.2 67 150.0 632.0 285.2 143.4
ビタミンB１ mg 68 0.3 1.5 0.5 0.2 68 0.2 1.0 0.4 0.1
ビタミンB２ mg 68 0.3 1.6 0.6 0.2 68 0.2 1.0 0.4 0.2
ビタミンC mg 68 27.0 67.0 37.6 8.6 68 15.0 107.0 38.1 14.5
食塩相当量 g 68 2.4 10.0 3.5 1.2 68 1.1 10.0 3.9 1.2
たんぱく質エネルギー比　% 52 7.5 56.0 16.1 8.2
脂質エネルギー比　　　　　% 51 17.1 34.0 24.7 3.5

給与栄養目標量 実給与栄養量
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表 5 食品群別目標量及び平均給与量（1 食分の給与栄養目標量を設定している施設・2 カ

年分） 

 
 

体制整備に関しては、給食運営の方針及び目標の設定の有無ならびにその内容、給食管理等に

関する会議の有無、従事者の研修の有無を、実施及び評価に関しては、喫食者による食事評価の

有無を、栄養情報の提供に関しては、献立表及び栄養成分の表示、利用者の健康に配慮した取り

組みを食塩相当量及び野菜給与量について 2 群間で比較した。以下には、2 群間で有意な差

（Fisher's exact test、p<0.05）が認められた項目のみを示す。 

 低食塩群の施設では高食塩群の施設と比較して、給食管理に関する会議を開催している施設の

割合が有意に低くなっていた（表 6）。低食塩群の施設では高食塩群の施設と比較して、喫食者

による食事評価を行っている施設の割合が有意に高くなっていた（表 7）。低食塩群の施設では

高食塩群の施設と比較して、たんぱく質及び脂質の栄養成分表示を実施している施設の割合が有

意に高くなっていた（表 8）。低食塩群の施設では高食塩群の施設と比較して、健康・栄養情報

の提供を行っている施設の割合が有意に低く、その方法としては、卓上メモと献立表に一口メモ

の場合で有意に低くなっていた（表 9）。 

高野菜群の施設では低野菜群の施設と比較して、給食管理に関する会議を開催している施設の割

合が有意に高くなっていた（表 10）。高野菜群の施設では低野菜群の施設と比較して、食塩の栄

養成分表示を実施している施設の割合が有意に高くなっていた（表 11）。高野菜群の施設では低

野菜群の施設と比較して、栄養バランスへの配慮を実施している施設の割合が有意に高く、その

方法としては、減塩とカロリー控えめの場合で有意に高くなっていた（表 12）。高野菜群の施設

では低野菜群の施設と比較して、健康・栄養情報の提供を行っている施設の割合が有意に高く、

その方法としては、卓上メモの場合で有意に高くなっていた（表 13）。 

 

 

 

n min max mean SD n min max mean SD
米 64 70.0 420.0 141.3 69.1 68 0.0 380.0 139.0 70.1
小麦・麦 58 0.0 71.4 17.1 19.6 64 0.0 79.0 15.4 17.5
いも類 64 2.0 90.0 29.9 17.4 68 4.5 75.0 18.9 12.5
砂糖類 64 1.6 20.0 4.6 3.1 68 0.1 35.0 3.4 4.2
豆類・大豆製品 64 5.0 70.0 20.7 12.3 68 1.0 74.0 18.9 15.1
緑黄色野菜 64 24.0 140.0 52.4 22.0 68 20.0 525.5 56.4 62.6
その他の野菜 64 0.0 240.0 84.2 37.2 68 0.0 300.0 94.2 39.9
果実類 64 0.0 75.0 18.6 24.8 68 0.0 30.0 2.5 4.9
海草類 63 0.0 10.0 2.2 2.1 67 0.0 10.0 1.4 1.6
魚介類 64 4.6 60.0 30.9 12.9 68 6.0 85.0 30.2 15.3
肉類 64 1.5 66.7 38.4 12.3 68 6.0 78.0 45.3 14.9
卵類 64 5.0 50.0 16.5 10.5 68 0.0 57.0 15.1 12.7
牛乳・乳製品 64 0.0 100.0 31.5 36.7 68 0.0 80.0 7.2 15.8
油脂類 62 0.0 70.0 7.3 8.5 68 1.6 50.0 7.4 6.0
菓子類 64 0.0 10.0 1.1 2.9 68 0.0 44.9 1.0 5.5

食品群別目標量 平均給与量
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表 5 食品群別目標量及び平均給与量（1 食分の給与栄養目標量を設定している施設・2 カ

年分） 
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表 6 食塩相当量と給食管理に関する会議の有無 

  
表 7 食塩相当量と喫食者による食事評価の有無 

  
表 8 食塩相当量と栄養成分の表示の有無 

  

表 9 食塩相当量と健康・栄養情報の提供の有無及びその方法 

  
表 10 野菜給与量と給食管理に関する会議の有無 

  

表 11 野菜給与量と栄養成分の表示の有無 

  

 

施設数 割合(%) 施設数 割合(%)

あり 23 65.7 30 90.9 0.018

なし 12 34.3 3 9.1

p値
低食塩群 高食塩群

給食管理に
関する会議

施設数 割合(%) 施設数 割合(%)

喫食者評価 あり 20 57.1 11 33.3 0.006

なし 15 42.9 22 66.7

p値
低食塩群 高食塩群

施設数 割合(%) 施設数 割合(%)

栄養成分表示

たんぱく質 あり 22 75.9 12 37.5 0.004

なし 7 24.1 20 62.5

脂質 あり 23 79.3 14 43.8 0.008

なし 6 20.7 18 56.3

p値
低食塩群 高食塩群

施設数 割合(%) 施設数 割合(%)

情報提供 あり 23 69.7 29 93.5 0.023

なし 10 30.3 2 6.5

卓上メモ あり 9 28.1 19 61.3 0.011

なし 23 71.9 12 38.7

一口メモ あり 0 0.0 5 16.1 0.024

なし 32 100.0 26 83.9

低食塩群 高食塩群
p値

p値

施設数 割合(%) 施設数 割合(%)

あり 31 91.2 22 64.7 0.017
なし 3 8.8 12 35.3

給食管理に
関する会議

高野菜群 低野菜群

p値

施設数 割合(%) 施設数 割合(%)

栄養成分表示

食塩 あり 34 100.0 23 85.2 0.034
なし 0 0.0 4 14.8

高野菜群 低野菜群
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表 12 野菜給与量と栄養バランスの配慮の有無及びその方法 

  
表 13 野菜給与量と健康・栄養情報の提供の有無及びその方法 

  
 

3-2 事業所給食施設におけるみそ汁の塩分濃度調査 

 42 施設中 30 施設よりみそ汁が返送され、回収率は 71.4％であった。 

みそ汁の塩分濃度は、一般的にふつうとされる 1.0%の施設が 1 施設のみで、その他の 29 施設

はうすいに該当する濃度で 0.5%や 0.6%の施設も多く見られた（表 14）。 

 

表 14 みそ汁の塩分濃度の分布 

  

 

 

4.考察 

 奈良県民の健康寿命の延伸のためには、社会環境整備が非常に重要であり、働き盛り世代の健

康増進のための事業所給食の栄養管理は今後ますます重要性を増すことが考えられる。 

 事業所給食施設における食塩と野菜に関する詳細な検討においては、施設数が限られているこ

と及び記入された数値の正確性の問題（食事摂取基準の目標量から著しく外れる数値等）から、

結果の取り扱いには注意が必要である。食塩と野菜に関する詳細な検討により、給食管理に関す

る会議を開催し、栄養バランスへの配慮や健康・栄養情報の提供を行う等利用者の健康に配慮し

た取組を行っている施設において、野菜給与量が多くなることが認められたが、食塩相当量に関

しては取組との関連は認められなかった。国民健康・栄養調査等個人を対象にした調査において

も、減塩に関する意識や配慮と実際の食塩摂取量との関連を認めた研究は限られており 25～29）、

p値

施設数 割合(%) 施設数 割合(%)

バランス あり 30 88.2 20 60.6 0.012
なし 4 11.8 13 39.4

減塩 あり 15 51.7 6 21.4 0.028
なし 14 48.3 22 78.6

あり 20 69.0 7 25.0 0.001
なし 9 31.0 21 75.0

カロリー
控えめ

高野菜群 低野菜群

p値

施設数 割合(%) 施設数 割合(%)

情報提供 あり 32 97.0 20 64.5 0.001
なし 1 3.0 11 35.5

卓上メモ あり 19 59.4 9 29.0 0.023
なし 13 40.6 22 71.0

高野菜群 低野菜群

0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 1.0%
施設数 8 8 7 6 1
割合 26.7% 26.7% 23.3% 20.0% 3.3%

塩分濃度
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表 12 野菜給与量と栄養バランスの配慮の有無及びその方法 

  
表 13 野菜給与量と健康・栄養情報の提供の有無及びその方法 

  
 

3-2 事業所給食施設におけるみそ汁の塩分濃度調査 

 42 施設中 30 施設よりみそ汁が返送され、回収率は 71.4％であった。 

みそ汁の塩分濃度は、一般的にふつうとされる 1.0%の施設が 1 施設のみで、その他の 29 施設

はうすいに該当する濃度で 0.5%や 0.6%の施設も多く見られた（表 14）。 

 

表 14 みそ汁の塩分濃度の分布 

  

 

 

4.考察 

 奈良県民の健康寿命の延伸のためには、社会環境整備が非常に重要であり、働き盛り世代の健

康増進のための事業所給食の栄養管理は今後ますます重要性を増すことが考えられる。 

 事業所給食施設における食塩と野菜に関する詳細な検討においては、施設数が限られているこ

と及び記入された数値の正確性の問題（食事摂取基準の目標量から著しく外れる数値等）から、

結果の取り扱いには注意が必要である。食塩と野菜に関する詳細な検討により、給食管理に関す

る会議を開催し、栄養バランスへの配慮や健康・栄養情報の提供を行う等利用者の健康に配慮し

た取組を行っている施設において、野菜給与量が多くなることが認められたが、食塩相当量に関

しては取組との関連は認められなかった。国民健康・栄養調査等個人を対象にした調査において

も、減塩に関する意識や配慮と実際の食塩摂取量との関連を認めた研究は限られており 25～29）、

p値

施設数 割合(%) 施設数 割合(%)

バランス あり 30 88.2 20 60.6 0.012
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なし 9 31.0 21 75.0

カロリー
控えめ

高野菜群 低野菜群
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施設数 割合(%) 施設数 割合(%)

情報提供 あり 32 97.0 20 64.5 0.001
なし 1 3.0 11 35.5
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塩分濃度

特定給食施設においても、これらと同様の可能性が考えられる。特定給食施設に対しては、減塩

への配慮を呼びかけるだけではなく、より具体的で効果的な減塩の方法についての指導の必要性

が示唆された。今回の検討では、利用者による調味（卓上でドレッシングやしょうゆ等を追加す

る等）を考慮していないことから、実際の食塩摂取量はより多くなる可能性がある。今後、先進

的な取り組みを実施している施設の事例を広く普及し、利用者に向けた健康・栄養情報の提供方

法及びその内容についても検討が必要と考えられる。一方、野菜給与量については、食塩と比較

してその使用量が可視化しやすいことから、配慮と供給量の関連が確認されたと推察できる。 

減塩や野菜摂取増加のための取り組みは、教育的アプローチと環境的アプローチを並行して進

める必要がある。教育的アプローチとしては多忙な社員食堂利用者に対し、従来通りの卓上ポッ

プやポスターなどによる情報提供と並行し、つい食塩を多くとってしまいそうな場面（しょうゆ、

ドレッシング、ふりかけ、麺類の汁）で目に入るような仕掛けの設定が必要である。また、限ら

れた昼休み等に目を止めてもらって簡単に参加できるミニイベント等を、利用者の健康への関心

が高まっている定期健康診断の時期等に合わせて実施することも、意識づけに効果があると考え

られる。しかし、教育的アプローチでは健康づくりに関心の高い人々をより健康にすることに効

果をあげる反面、関心の低い人との健康格差を広げる方向にはたらくことがある。近年では健康

づくりの取り組みにおいて行動経済学のナッジ理論の応用が求められており、人々を強制するこ

となく、望ましい行動に誘導するような仕組みづくりが重要とされる 30）。このため、環境的ア

プローチとして、健康的なメニューの提供及びその際に「オススメ」や「限定」といった情報の

付加による選択の誘導、カフェテリア方式の際の料理の並べ方の工夫等、意識をしなくてもいつ

の間にか健康的なものを選んでいるようになる仕掛けが必要である。 

先進的な取り組みを実施している施設においては、健康経営などを視野に入れ企業全体での健

康づくりの取り組みの一環として社員食堂（事業所給食施設）で取り組みが行われていた。こう

した利用者への健康づくりの取り組みの推進を図るためには、各企業の経営者や労働安全衛生担

当者に対し、従業員の健康管理の重要性について理解してもらう必要があり、そのための働きか

けが重要となる。 

奈良県においては、令和元年 9 月より、スーパーマーケット等との協働による「やさしおベジ

増しプロジェクト」31）を開始し、中食（惣菜や弁当等）の減塩及び野菜の増量に取り組んでい

るが、今後はこれらを中食だけではなく給食施設や外食の場面に広げていくことが環境づくりと

して重要である。 

また、全国的にも、現在、外食・中食・事業所給食で「健康な食事（スマートミール）」を継

続的に健康的な環境で提供する店舗や事業所を認証するスマートミールの制度がスタートして

おり 32）、2019 年 8 月 23 日の第 3 回認証時点で、全国では、外食 78 事業者、中食 36 事業者、給

食 195 事業者が認証されているが、奈良県では外食 1 事業者、中食 2 事業者、給食 1 事業者が認

証されているにとどまっており、こうした制度について周知を図り、参加を呼び掛けていくこと

が望まれる。 

 事業所給食施設におけるみそ汁の塩分濃度調査では、想定以上にうすいみそ汁の施設が多い結
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果となった。調理直後と提供している間でみそ汁の塩分濃度が変化する可能性もあり、調理直後

に採取されたみそ汁が多かった可能性も考えられる。また、塩分濃度を測定する旨を伝えている

ことから、採取者に何かしらのバイアスがかかった可能性も考えられるが、減塩の必要性を認識

していることが起因しているともいえる。利用者の口に入る際の濃度を正確に知るためには、給

食提供後に採取するよう時間指定するなどの厳密な要件の設定や、抜き打ちでの調査の必要性も

示唆された。一部の施設からは調査結果送付の要望の連絡もあり、みそ汁の提出があった全ての

施設に調査結果を送付した。本調査をきっかけに、提供しているみそ汁の塩分濃度について意識

する機会になったと考えられる。 

 特定給食施設栄養管理報告書には、全体的に未記入や誤記入の項目が多くみられることから、

特定給食施設等栄養管理報告書の提出があった際に保健所における記載内容の確認が必要であ

ると考えられる。このため、実施をしていないのか、記入をしていないのかの判断が困難で評価

しにくい項目が多数みられた。健康増進法に基づき特定給食施設から年 1 回提出される特定給食

施設等栄養管理報告書を、個別の施設指導のみならず、全体的な傾向の把握等に活用していくこ

とが重要であり、そのためにはそれぞれの施設においてできるだけ正確に記載されることが望ま

しい。特定給食施設等を対象とした研修会などで、報告書の記載方法についての説明や、各施設

が自分の施設から提出した報告書を改めて見直し、修正や確認を行う場を設定することで改善に

つながる可能性が示唆される。 

 なら健康長寿基本計画 33）の「栄養・食生活」分野や第 3 期奈良県食育推進計画 34）に挙げられ

た各種の目標値の達成のためには、市町村が行う対人保健サービスのみではなく、保健所が実施

する対施設の指導・支援や社会環境整備の取り組みが不可欠である。長期的には人員配置や担当

者育成のための研修等体制整備を計画的に行い、安定的に業務を推進できるようにすることが重

要であるが、短中期的には限られた人員や予算の範囲内で効率的かつ効果的に事業が実施できる

よう、社会資源の活用や多くの関係者の連携のもと進めていく必要がある。 

 

 

5.結論 

 奈良県民の健康寿命の延伸のためには、社会環境整備が非常に重要であり、働き盛り世代の健

康増進のための事業所給食の栄養管理は今後ますます重要性を増すことが考えられる。特定給食

施設に対する、より具体的で効果的な減塩の方法についての指導の必要性が示唆された。また、

減塩や野菜摂取増加のための取り組みは、教育的アプローチと環境的アプローチを並行して進め

る必要があるが、人々を強制することなく、望ましい行動に誘導するような仕組みづくりの重要

性が示唆された。こうした利用者への健康づくりの取り組みの推進を図るためには、各企業の経

営者や労働安全衛生担当者に対し、従業員の健康管理の重要性について理解してもらう必要があ

り、そのための働きかけが重要となる。 

 減塩や野菜摂取量の増加のための取り組みは、市町村が行う対人保健サービスのみではなく、

保健所が実施する対施設の指導・支援や社会環境整備の取り組みが不可欠である。長期的には人
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